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事
業
内
容
を
書
類
に
よ
り
提
案
し

て
い
た
だ
き
ま
す
（
ヒ
ア
リ
ン
グ
あ

り
）
。
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■日
 

視
察
申
込
…
６
月　

日　

〜　

日

１５

（火）

２４

　

、
公
募
期
間
…
７
月
１
日　

〜　

（木）

（木）

１５

日　

■場
 

事
業
の
実
施
場
所
…
栄
町
２

（木）
の　

の
１
都
営
２
号
棟
１
階
の
一
部

１７

（
旧
栄
町
グ
ル
ー
プ
リ
ビ
ン
グ
部
分
）

■内
 

公
募
事
業
…
現
施
設
の
特
性
を
生

か
し
た
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
■問
 

高
齢

福
祉
課
福
祉
係
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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ま
が
健
康

で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
な
地

域
福
祉
の
実
現
を
目
指
し
、
第
２
期

日
野
市
地
域
福
祉
計
画
を
策
定
し
ま

し
た
。
こ
の
計
画
の
進
行
管
理
を
行

う
、
市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

■対
 

７
月
〜
平
成　

年
３
月
の
平
日
３

２３

回
程
度
開
催
の
会
議
に
参
加
出
来
る

市
内
在
住
者
■定
 

若
干
人
■申
 

６
月　

日
３０

　

（
必
着
）
ま
で
に
、
作
文
「
地
域

（水）で
支
え
合
う
た
め
の
方
法
や
手
法
に

つ
い
て
」
（　

字
以
内
）
、
住
所
、

８００

氏
名
（
ふ
り
が
な
）
、
電
話
番
号
を

記
入
■問
 

〒　

－

８
６
８
６
日
野
市
役

１９１

所
福
祉
政
策
課
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■日
 

６
月　

日　

午

２５

（金）

後
６
時　

分
〜
８
時　

分
■師
 

高
橋
好

３０

３０

美
氏
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
レ
ジ

デ
ン
シ
ャ
ル
常
盤
台
開
設
準
備
室
室

長
）
■対
 

市
内
の
介
護
保
険
事
業
所
で

働
く
方
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■日
 

６

月　

日　

午
後
３
時
〜
５
時
■師
 

長
谷

２９

（火）
福

祉

福　

祉

国
保
・
年
金

国
保
・
年
金

子
育
て

子 
育 
て

働

く

働　

く

憲
明
氏
（
東
京
都
福
祉
保
健
財
団
事

業
者
支
援
参
与
）
■対
 

市
内
の
居
宅

介
護
支
援
事
業
所
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー

　

い
ず
れ
も
、
■場
 

生
活
・
保
健
セ
ン

タ
ー
■申
 

６
月　

日　

（
必
着
）
ま
で

２１

（月）

に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
。
希
望
講
座
番
号
、
氏

名
、
勤
務
先
、
連
絡
先
電
話
番
号
を

記
入
■問
 

日
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
高

幡
事
務
所
（
�　

・
１
５
６
７
�　

５９１

５９１

・
１
５
７
３
）
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■日
 

６
月　

日　

午
前
９
時　

分
〜　

２５

（金）

２０

１１

時　

分
■場
 

や
ま
ば
と
地
域
活
動
支
援

４０
セ
ン
タ
ー
■対
 

市
内
在
住
で
身
体
（
車

い
す
可
）
・
知
的
・
高
次
脳
機
能
障

害
の
あ
る　

〜　

歳
の
方
■他
 

障
害
者

１８

６４

送
迎
あ
り
（
片
道　

円
。　

日　

ま

１００

１８

（金）

で
に
申
込
）
■申
 

電
話
■問
 

や
ま
ば
と

（
�　

・
３
４
０
０
）

５８２
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満
３
〜
５
歳
児
を
幼
稚
園
へ
通
園

さ
せ
て
い
る
保
護
者
の
方
が
負
担
し

た
入
園
料
、
保
育
料
の
範
囲
内
で
次

の
と
お
り
平
成　

年
度
分
の
保
育
料

２２

の
減
免
及
び
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■内
 

表
１
の
と
お
り
■他
 

�
�
…
従
来
条

件
と
は
、
世
帯
内
に
小
学
１
〜
３
年

生
の
兄
・
姉
が
い
な
い
場
合
を
い
い
、

こ
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る
場
合
の
第

２
子
以
降
の
補
助
対
象
に
な
る
方
は
、

平
成　

年
度
中
の
同
時
期
に
幼
稚
園

２２

に
幼
児
を
２
人
以
上
通
園
さ
せ
た
場

合
や
、
兄
・
姉
が
保
育
園
児
ま
た
は

認
定
こ
ど
も
園
に
在
園
し
て
い
る
幼

稚
園
児
に
限
り
ま
す
／
�
�
…
新
条

件
と
は
、
世
帯
内
に
小
学
１
〜
３
年

生
の
兄
・
姉
が
い
る
場
合
、
小
学
１

〜
３
年
生
の
兄
・
姉
を
第
１
子
と
し
、

幼
稚
園
に
在
園
し
て
い
る
園
児
を
第

２
子
以
降
と
し
ま
す
／
�
�
…
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
兄

・
姉
を
第
１
子
と
し
、
幼
稚
園
に
在

園
し
て
い
る
園
児
を
第
２
子
以
降
と

し
ま
す
。
①　

年
度
中
の
同
時
期
に

２２

幼
稚
園
に
幼
児
を
２
人
以
上
通
園
さ

せ
た
場
合
②
兄
・
姉
が
保
育
園
児
ま

た
は
認
定
こ
ど
も
園
に
在
園
し
て
い

る
場
合
③
世
帯
内
に
小
学
１
〜
３
年

生
の
兄
・
姉
が
い
る
場
合
／
�
�
…

市
民
税
所
得
割
額
が　

万
３
千
円
以

１８
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■内
 

新
生
児
訪
問
業
務
■定
 

若
干
人
■申
 

６

月　

日　

ま
で
に
履
歴
書
（
写
真
張

２５

（金）

付
）
及
び
資
格
証
の
写
し
を
郵
送
か

持
参
■問
 

〒　

－

０
０
１
１
日
野
本
町

１９１

１
の
６
の
２
生
活
・
保
健
セ
ン
タ
ー

内
健
康
課
（
�　

・
４
１
１
１
）

５８１
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■日
 

７
月　

日　

午
前　

時
か
ら
■場
 

生

１３

（火）

１０

活
・
保
健
セ
ン
タ
ー
■内
 

事
業
紹
介
、

概
要
説
明
■対
 
　

歳
以
上
の
方
■問
 

シ
ル

６０

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
�　

・
８
１

５８１

７
１
）
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■日
 

６
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
４

３０

（水）

３０

時　

分
■場
 

京
王
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル
八
王

３０
子
※
直
接
会
場
へ
■対
 

正
社
員
を
目
指

し
て
い
る　

歳
以
下
の
方
■持
 

履
歴
書

３９

（
写
真
張
付
）
を
数
通

�
�
�
�
�
�
�
�
	

■日
 

６
月　

日　

午
前　

時
〜
正
午
■場
 

３０

（水）

１０

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王
子
■対
 

正
社
員
を

目
指
し
て
い
る　

歳
以
下
の
フ
リ
ー

３９

タ
ー
・
ニ
ー
ト
の
方
■定
 
　

人
（
予
約

３０

制
）

　

い
ず
れ
も
■問
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
王

子
（
�　

・　

・
８
６
３
４
）

０４２

６４８
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国
民
健
康
保
険
の
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
、
「
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
は
、
７
月
末
が

有
効
期
限
で
す
。
認
定
証
を
お
持
ち

の
方
に
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
更
新

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

も
、
入
院
で
１
カ
月
の
医
療
費
が
高

額
に
な
る
場
合
、
窓
口
負
担
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。
必

要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
課
税
状
況
や
保
険
税
の
滞

納
で
発
行
出
来
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

■問
 

保
険
年
金
課
給
付
係
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平
成　

年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
後

２０

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
の
年
金
天
引
き
の
方
で
、
口

座
振
替
払
い
を
希
望
す
る
場
合
、
原

則
ど
な
た
で
も
口
座
振
替
払
い
に
変

更
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

現
在
年
金
天
引
き
と
な
っ
て
い
る

方
で
変
更
を
希
望
す
る
方
は
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
用
紙
な
ど
を

郵
送
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

■問
 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
・
保

険
税
係

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
国
民

健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
保
険
料

・
保
険
税
を
支
払
っ
た
方
が
所
得
税

・
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
と
し

て
税
の
申
告
を
行
う
こ
と
が
出
来
ま

す
。

　

た
だ
し
、
被
扶
養
者
の
保
険
料
・

保
険
税
が
年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方
の

控
除
と
な
り
ま
す
の
で
扶
養
者
の
社

会
保
険
料
控
除
と
し
て
の
申
告
は
出

来
ま
せ
ん
。

　

年
金
天
引
き
さ
れ
て
い
る
被
扶
養

者
の
保
険
料
・
保
険
税
を
扶
養
者
の

社
会
保
険
料
控
除
と
す
る
場
合
は
、

扶
養
者
の
口
座
か
ら
振
替
払
い
と
す

る
こ
と
で
適
用
出
来
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
所
得
税
や
住
民
税
が
減
額
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■問
 

保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係
・
保

険
税
係

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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平
成　

年
３
月　

日
以
降
、倒
産
、

２１

３１

解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職

を
さ
れ
た
方
は
、
申
告
す
る
こ
と
に

よ
り
平
成　

年
度
分
か
ら
保
険
税
の

２２

軽
減
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
軽
減
の
対

象
と
な
る
の
は
、
離
職
時
に　

歳
未

６５

満
で
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
記

載
さ
れ
て
い
る
離
職
理
由
コ
ー
ド
が

　

、　

、　

、　

、　

、　

、　

、

１１

１２

２１

２２

２３

３１

３２

　

、　

の
い
わ
ゆ
る
特
定
受
給
資
格

３３

３４

者
及
び
特
定
理
由
離
職
者
と
し
て
失

業
等
給
付
を
受
け
る
方
で
す
（
た
だ

し
、
特
例
受
給
資
格
者
、
高
年
齢
受

給
資
格
者
を
除
き
ま
す
）
。
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問
 

保
険
年
金
課
保
険
税
係
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学
童
ク
ラ
ブ
ご
と
に
定
員
が
異
な

り
ま
す
。
申
込
多
数
の
場
合
、
入
会

出
来
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
な
お
、
詳
細
に
つ

い
て
は
申
請
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

■日
 

８
月
２
日　

〜　

日　

午
前
８
時

（月）

３１

（火）

　

分
〜
午
後
５
時　

分
■費
 

１
人
５
千

３０

４５

円
※
減
免
措
置
�
■申
 

６
月　

日　

〜

２１

（月）

７
月
２
日　

の
午
前
８
時　

分
〜
午

（金）

３０

後
５
時　

分
に
申
請
書
を
持
参
※
日

１５

曜
日
は
除
く
。
申
請
書
は
市
役
所
２

階
子
育
て
課
・
１
階
市
民
相
談
窓
口
、

市
内
各
児
童
館
、
学
童
ク
ラ
ブ
、
七

生
支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
に
あ
り
■問
 

子
育
て
課
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�
�
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�
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相
談
会
は
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
予

約
を
し
た
方
を
対
象
に
行
い
ま
す
。

■日
 

６
月　

日　

午
前　

時
か
ら
■場
 

市

２６

（土）

１０

役
所
５
階　

会
議
室
■師
 

折
井
純
氏

５０４

（
弁
護
士
）
■対
 

ひ
と
り
親
も
し
く
は

関
心
の
あ
る
方
■他
 

１
歳
６
カ
月
〜
未

就
学
児
の
保
育
あ
り
※
６
月　

日　
１８

（金）

ま
で
に
申
込
■問
 

子
育
て
課

り�
あ�

下
世
帯
第
１
子
に
つ
い
て
、
国
の
基

準
額
が
昨
年
度
よ
り
減
額
さ
れ
て
い

る
た
め
、
今
年
度
限
り
の
臨
時
的
措

置
と
し
て
、
東
京
都
か
ら
「
私
立
幼

稚
園
就
園
奨
励
特
別
補
助
」
が
、
１

万
２
千　

円
上
乗
せ
さ
れ
た
金
額
と

４００

な
っ
て
い
ま
す
■申
 

表
２
の
と
お
り
■問
 

市
立
幼
稚
園
…
学
校
課
、
私
立
幼
稚

園
…
保
育
課

●申請方法・提出先一覧表（表２）

申請期間提出先申請に必要なもの内　　容

６月２８日（月）
まで

通園先の
幼稚園

①保育料等減免措置に関する調書
②平成２２年度の市民税・都民税課税（非課税）証明書

【市立幼稚園】
幼稚園就園奨励費
（保育料の減免）

通園先の幼
稚園に問い
合わせを

通園先の
幼稚園

①平成２２年度日野市保護者補助金・就園奨励費補助金
・入園金補助金申請書
②平成２２年度の市民税・都民税課税（非課税）証明書
（今年１月２日以降に転入された方のみ提出）
③印鑑

市内私立幼稚園、市外
幼稚園（おさひめ、長
沼、緑ヶ丘、子供の国
若草、国立冨士見台）

【私立幼稚園】
幼稚園就園奨励費

（入園料及び保育料の補助）
私立幼稚園等保護者補助金
（保育料の補助）
入園金補助金

（入園料の補助）
※市立幼稚園は除く

６月３０日（水）
まで

市役所２
階保育課上記①～③と在籍証明書その他の私立幼稚園

●保育料減免金額・補助金額等一覧表（表１）

入園金
補助金
（私立）

私立幼稚園等保護者
補助金（月額）（注３）

幼稚園就園奨励費

区　　　分
（市民税は平成２２年度課税額）

私立幼稚園補助金額（年額）市立幼稚園
減免金額
（年額）

新条件（注２）従来条件（注１）

５，０００円

第２子以降第１子第３子以降第２子第３子以降第２子第１子
１１，０００円１１，０００円２９９，０００円２４０，０００円２９９，０００円２６０，０００円２２０，０００円７０，０００円生活保護世帯
１１，０００円１１，０００円２９９，０００円２１８，０００円２９９，０００円２４５，０００円１９０，０００円７０，０００円市民税額が０円の世帯
１１，０００円１１，０００円２９９，０００円２１８，０００円２９９，０００円２４５，０００円１９０，０００円７０，０００円０円の世帯

市民税
所得割額

１１，０００円 ９，３００円２９９，０００円１５５，０００円２９９，０００円２０３，０００円１０６，０００円     ０円１～３４，５００円の世帯
１０，４００円 ８，３００円２９９，０００円１０８，０００円２９９，０００円１７２，０００円（注４）５６，０００円     ０円３４，５０１～１８３，０００円の世帯
 ９，８００円 ７，２００円      ０円      ０円      ０円      ０円      ０円     ０円１８３，００１～２１６，７００円の世帯
 ４，８００円 ４，８００円      ０円      ０円      ０円      ０円      ０円     ０円２１６，７０１円以上の世帯


